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当社は、法令および当社定款第 16 条の規定に基づき、上記の事項につきましては、

インターネット上の当社ウェブサイト（http://www.takiron.co.jp）に掲載することに

より、株主の皆様に提供しております。 

なお、監査役および会計監査人が監査報告を作成するに際して、連結計算書類および

計算書類の一部として、合わせて監査を受けております。 

 
 

 

連結計算書類の連結注記表…………………… 1頁 

  

計算書類の個別注記表………………………… 7頁 

 

（平成 26 年 4 月 1 日～平成 27 年 3 月 31 日まで） 
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連結注記表 

 

１．連結計算書類の作成のための基本となる重要な事項に関する注記等 
（1）連結の範囲に関する事項 

連結子会社の数 
18 社 大日本プラスチックス㈱、タキロンＫＣホームインプルーブメント㈱、三和サインワークス㈱、

ダイライト㈱、ロンテック㈱、タキロンマテックス㈱ 他 

大日本プラスチックス㈱は、当連結会計年度において、ダイプラ・システム・テクノロジー㈱を吸収合

併いたしました。ダイライト㈱は、当連結会計年度において、ダイライトサービス㈱を吸収合併いたしま

した。 

タキロンサービス㈱は、当連結会計年度において、タキロンテック㈱に名称変更いたしました。 

   

（2）持分法の適用に関する事項 

持分法を適用した関連会社数  1 社  スペーシア㈱ 
当連結会計年度に、日福精工股份有限公司は株式の一部売却により、持分法の適用範囲から除外して 

おります。 

 

（3）連結子会社の事業年度等に関する事項 

連結子会社のうち、上海他喜龍塑料有限公司、PT.TAKIRON INDONESIA、他喜龍塑料（常州）有限公司の

決算日は 12 月 31 日であります。 

連結計算書類の作成にあたっては、上海他喜龍塑料有限公司、PT.TAKIRON INDONESIA、他喜龍塑料（常

州）有限公司それぞれの決算財務諸表を使用しておりますが、連結決算日との間に生じた連結会社相互間

の取引に係る会計記録の重要な不一致等については、連結上必要な調整を行っております。 

 

（4）会計処理基準に関する事項 

①重要な資産の評価基準及び評価方法 

有価証券（投資を含む） 

満期保有目的の債券 ･････ 償却原価法（定額法） 

そ の 他 有 価 証 券   

時 価 の あ る も の ･････ 決算日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は、全部純資産直入

法により処理し、売却原価は移動平均法により算定） 

時 価 の な い も の ･････ 移動平均法による原価法 

たな卸資産 

商 品 及 び 製 品   

商 品 ･････ 主として移動平均法による原価法（貸借対照表価額については、収

益性の低下に基づく簿価切下げの方法） 

製 品 ･････ 主として総平均法による原価法（貸借対照表価額については、収益

性の低下に基づく簿価切下げの方法） 

仕 掛 品 ･････ 主として総平均法による原価法（貸借対照表価額については、収益

性の低下に基づく簿価切下げの方法） 

原 材 料 及 び 貯 蔵 品 ･････ 主として総平均法による原価法（貸借対照表価額については、収益

性の低下に基づく簿価切下げの方法） 

②重要な減価償却資産の減価償却の方法 

有 形 固 定 資 産 

（リース資産を除く） 

･････ 主に定率法 

なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。 

建物及び構築物    5～50 年 

機械装置及び運搬具  2～10 年 

ただし、平成 10 年 4 月 1日以降に取得した建物（建物附属設備を

除く）については、定額法 
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無 形 固 定 資 産 

（リース資産を除く） 

･････ 定額法 

ただし、ソフトウェア（自社利用分）については、社内における

利用可能期間（5年）に基づく定額法 

リ ー ス 資 産 ･････ リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法 

長 期 前 払 費 用 ･････ 定額法 

なお、主な償却年数は 5年であります。 

③重要な引当金の計上基準 

貸 倒 引 当 金 ･････ 売掛金等の債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権につ

いては貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個

別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。 

関係会社整理損失引当金 ・・・・・ 関係会社の整理に伴う損失に備えるため、当該損失負担見込額を

計上しております。 

賞 与 引 当 金 ･････ 従業員の賞与の支給に充てるため、賞与支給見込額の当期間対応

額を計上しております。 

役 員 賞 与 引 当 金 ･････ 当社及び国内連結子会社は、役員賞与の支出に備えて、当連結会

計年度における支給見込額に基づき計上しております。 

役 員 退 職 慰 労 引 当 金 ･････ 一部の連結子会社は、役員退職慰労金の支給に充てるため、内規

に基づく期末要支給額を計上しております。 

④退職給付に係る会計処理の方法 

(1)退職給付見込額の期間帰属方法 

 退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当連結会計年度末までの期間に帰属させる方法につ

いては、期間定額基準によっております。 

(2)数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法 

 当社の過去勤務費用については、発生年度において一括して費用処理または費用から減額処理する方

法を採用しております。なお、連結子会社の過去勤務費用については、その発生時の従業員の平均残存

勤務期間以内の一定の年数（５年）による定額法により費用処理しております。 

また、数理計算上の差異については、各連結会計年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以

内の一定の年数（10～15 年）による定額法により按分した額をそれぞれ発生の翌連結会計年度から費用

処理しております。 

一部の連結子会社は、退職給付に係る負債及び退職給付費用の計算に、退職給付に係る期末自己都合

要支給額を退職給付債務とする方法を用いた簡便法を適用しております。 

⑤重要な収益及び費用の計上基準 

完成工事高及び完成工事原価の計上基準 

当連結会計年度末までの

進捗部分について成果の

確実性が認められる工事 

･････ 工事進行基準 

そ の 他 の 工 事 ･････ 工事完成基準 

⑥重要なヘッジ会計の方法 

ヘ ッ ジ 会 計 の 方 法 ･････ 繰延ヘッジ処理を採用しております。また、為替変動リスクのヘッ

ジについて振当処理の要件を充たしている場合には振当処理を、金

利スワップについて特例処理の条件を充たしている場合には特例処

理を採用しております。 

ヘッジ手段とヘッジ対象 ･････ 当連結会計年度にヘッジ会計を適用したヘッジ対象とヘッジ手段は

以下のとおりであります。 

a.ヘッジ手段：為替予約 

ヘッジ対象：売掛金 

b.ヘッジ手段：金利スワップ 

ヘッジ対象：借入金の利息 

ヘ ッ ジ 方 針 ･････ 主に当社の内規である「デリバティブ管理規程」に基づき、金利変

動リスク、為替変動リスクをヘッジしております。 
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ヘッジ有効性評価の方法 ･････ ヘッジ対象の相場変動またはキャッシュ・フロー変動の累計とヘッ

ジ手段の相場変動またはキャッシュ・フロー変動の累計を比較し、

その変動額の比率によって有効性を評価しております。 

ただし、特例処理によっている金利スワップについては、有効性の

評価を省略しております。 

⑦のれんの償却方法及び償却期間 

のれんの償却については、5年間の定額法により償却を行っております。 

⑧その他連結計算書類作成のための重要な事項 

消 費 税 等 の 処 理 方 法 ･････ 税抜方式によっております。 

 

（5）会計方針の変更 

（退職給付に関する会計基準等の適用） 

「退職給付に関する会計基準」（企業会計基準第 26 号 平成 24 年５月 17 日。以下「退職給付会計基準」

という。）及び「退職給付に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第 25 号 平成 27 年３

月 26 日。以下「退職給付適用指針」という。）を、退職給付会計基準第 35 項本文及び退職給付適用指針

第 67 項本文に掲げられた定めについて当連結会計期間より適用し、退職給付債務及び勤務費用の計算方法

を見直し、割引率の決定方法を従業員の平均残存勤務期間に近似した年数とする方法から、退職給付の支

払見込期間及び支払見込期間ごとの金額を反映した単一の加重平均割引率を使用する方法へ変更いたしま

した。 

退職給付会計基準等の適用については、退職給付会計基準第 37 項に定める経過的な取扱いに従っており

ます。 

この結果、当連結会計期間の期首の退職給付に係る負債及び利益剰余金、並びに、当連結会計期間の営

業利益、経常利益及び税金等調整前当期純利益に与える影響はありません。 

 

２．連結貸借対照表の注記 

（1） 有形固定資産の減価償却累計額  78,985 百万円 

（2） 担保に供している資産及び担保に係る債務 

短期借入金 920 百万円の担保として、建物及び構築物 661 百万円及び土地 1,210 百万円が担保に供され

ております。 

（3） 保証債務 

連結子会社以外の銀行借入金等に対して、次のとおり債務保証を行っております。 

  従業員の住宅資金借入金 保 証 34 百万円 

  伊藤忠ドイツ GmbH 保 証 0 百万円 

   計 34 百万円 

（4） 国庫補助金等の受入れにより、土地について 90 百万円の圧縮記帳を行っております。 

 

３．連結損益計算書の注記 

（1）期末たな卸高は収益性の低下に伴う簿価切下げ後の金額(洗替法)であり、次のたな卸資産評価損が売上

原価に含まれております。 

 20 百万円 

（2）減損損失 

当社グループは事業部制を採用しており、資産のグルーピングにあたっては、事業部を基礎として事業

部別事業所別にグルーピングし、遊休資産については、個々の資産ごとに減損の兆候を判定しております。 

当社グループは、以下の資産のグループについて減損損失を計上しました。主な内訳は以下のとおりで

す。 

場  所 用  途 種  類 

網干工場 寮 

（兵庫県揖保郡） 

遊休資産 建物、構築物及び機械装置 

将来の使用が見込まれない遊休資産である網干工場の寮の建物、構築物及び機械装置は、帳簿価額を回

収可能価額まで減額し、当該減少額を減損損失（130百万円）として特別損失に計上いたしました。 
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なお、回収可能価額の算定に当たっては、正味売却価額により測定しており、正味売却価額は取引事例

等を勘案した合理的な見積もりにより評価しております。 

 

４．連結株主資本等変動計算書の注記 

（1）発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項 

 当連結会計年度 

期首株式数（千株） 

当連結会計年度 

増加株式数（千株） 

当連結会計年度 

減少株式数（千株） 

当連結会計年度 

末株式数（千株） 

発行済株式     

 普通株式 78,698 － － 78,698 

合計 78,698 － － 78,698 

自己株式     

 普通株式 7,350 318 － 7,668 

合計 7,350 318 － 7,668 

（注）1. 増加株式数の内訳 

取締役会決議に基づく自己株式買付による増加           308 千株 

単元未満株式の買取請求による増加                   10 千株 

 

（2）配当に関する事項 

①配当金支払額 

決議 株式の種類 
配当金の総額

（百万円） 

1 株当たり

配当額（円）
基準日 効力発生日 

平成 26年 6月 25 日 

定時株主総会 
普通株式 606 8.5 平成 26年 3月 31日 平成 26 年 6月 26 日

平成 26年 11 月 6日 

取締役会 
普通株式 497 7.0 平成 26年 9月 30日 平成 26 年 12 月 5 日

②基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの 

平成 27 年 6 月 25 日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり提案

しております。 

（決議予定） 株式の種類 
配当金の総

額(百万円)
配当の原資

1株当たり

配当額(円)
基準日 効力発生日 

平成 27 年 6月 25 日 

定時株主総会 
普通株式 497 利益剰余金 7.0 平成 27 年 3月 31 日 平成 27 年 6月 26 日
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５．金融商品の状況に関する注記 

（1）金融商品の状況に関する事項 

当社グループは、資金運用については短期的な預金等に限定し、銀行等金融機関からの借入により資金

を調達しております。 

受取手形及び売掛金に係る顧客の信用リスクは、与信管理規程に沿ってリスク低減を図っております。 

一部の売掛金は、為替の変動リスクに晒されておりますが、為替予約を利用してヘッジしております。 

また、投資有価証券は主として株式であり、上場株式については、四半期ごとに時価の把握を行ってお

ります。 

借入金の使途は運転資金（主として短期）及び設備投資資金（長期）であり、一部の長期借入金の金利

変動リスクに対して金利スワップ取引を実施して支払利息の固定化を実施しております。なお、デリバテ

ィブ取引は内部管理規程に従い、実需の範囲で行うこととしております。 

 

（2）金融商品の時価等に関する事項  

連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把握

することが極めて困難と認められるものは含まれておりません。（(注 2)参照） 

 連結貸借対照表計上額

（百万円） 

時価（百万円） 差額（百万円） 

① 現金及び預金 13,597 13,597 － 

② 受取手形及び売掛金 25,578 25,578 － 

③ 投資有価証券 3,507 3,507 － 

資産計 42,682 42,682 － 

④ 支払手形及び買掛金 14,786 14,786 － 

⑤ 短期借入金 2,173 2,173 － 

⑥ 長期借入金 450 450 0 

負債計 17,410 17,410 0 

デリバティブ取引（*） － (10) (10) 

 （*） デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務とな

る項目については（ ）で示しております。 

 

（注１）金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項 

資 産 

① 現金及び預金、並びに ② 受取手形及び売掛金 

これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によってお

ります。 

③  投資有価証券 

これらの時価について、株式等は取引所の価格によっており、債券は取引所の価格または取引金融機

関等から提示された価格によっております。 

負 債 

④ 支払手形及び買掛金、並びに ⑤ 短期借入金 

これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によってお

ります。 

⑥ 長期借入金 

長期借入金のうち、変動金利によるものは、短期間で市場金利を反映し、また当社の信用状態は実行

後大きく異なっていないことから時価は帳簿価額と近似していると考えられるため、当該帳簿価額によ

っております。固定金利によるものは、一定の期間ごとに区分した当該長期借入金の元金利の合計額を

同様の借入において想定される利率で割り引いて現在価値を算定しております。 

デリバティブ取引 

a ．ヘッジ会計が適用されているもの ：ヘッジ会計の方法ごとの連結決算日における契約額または契

約において定められた元本相当額等は、次のとおりです。 
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                                    （単位：百万円） 

ヘッジ会計の方法 
デリバティブ取引 

の種類等 
主なヘッジ対象 契約額等 時価 

当該時価の 

算定方法 

金利スワップの 

特例処理 

金利スワップ取引 

支払固定・受取変動 
長期借入金 300 （9） 

取引先金融機関か

ら提示された金額

によっている 

為替予約等の 

振当処理 

為替予約取引 

売建 

米ドル 

売掛金 100 (1) 

取引先金融機関か

ら提示された金額

によっている 

（注２）子会社株式、関連会社株式及び非上場株式等（合計 517 百万円）は、市場価格がなく、かつ将来キャ

ッシュ・フローを見積ることが出来ず、時価を把握することが極めて困難と認められるため、「③ 投

資有価証券」に含めておりません。 

 

６．１株当たり情報に関する注記 

１株当たり純資産額 659 円 46 銭

１株当たり当期純利益 30 円 50 銭

 

７．企業結合等関係に関する注記 

共通支配下の取引等 

子会社株式の追加取得 

１．取引の概要 

 （１）結合当事企業の名称及びその事業の内容 

    結合当事企業の名称 ダイライト株式会社（当社の連結子会社） 

    事業の内容     高機能材製品の製造及び販売 

 （２）企業結合日 

    平成 27 年 3月 27 日 

 （３）企業結合の法的形式 

    株式取得 

 （４）結合後企業の名称 

    変更ありません。 

 （５）その他取引の概要に関する事項 

グループ経営体制の強化を目的として、少数株主が保有していたダイライト株式会社の 

株式を追加取得し、持分比率の引き上げを実施いたしました。 

２．実施した会計処理の概要 

「企業結合に関する会計基準」（企業会計基準第 21 号 平成 20 年 12 月 26 日公表分)及び 

「企業結合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第 10 号  

平成 20 年 12 月 26 日公表分）に基づき、共通支配下の取引等のうち、少数株主との取引として 

処理しております。 

３．子会社株式の追加取得に関する事項 

 （１）取得原価及びその内訳 

    取得の対価      現金及び預金         75 百万円 

取得原価                       75 百万円 

  （２）発生した負ののれんの金額、発生原因 

① 発生した負ののれんの金額 

      103 百万円 

② 発生原因 

少数株主持分の減少額が少数株主から取得した子会社株式の取得原価を上回ったことによる 

ものであります。 

 

（注）連結計算書類の記載金額は、百万円未満の端数を切り捨てて表示しております。 
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個別注記表 

 

１．重要な会計方針に係る事項に関する注記 

（1）有価証券の評価基準及び評価方法 

子会社株式及び関連会社株式 ･････ 移動平均法による原価法 

有価証券（投資を含む）   

満 期 保 有 目 的 の 債 券 ･････ 償却原価法（定額法） 

  そ の 他 有 価 証 券   

 時 価 の あ る も の ･････ 決算末日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は全部純資産直

入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定） 

     時 価 の な い も の ･････ 移動平均法による原価法 

（2）たな卸資産の評価基準及び評価方法 

商 品 及 び 製 品   

     商 品 ･････ 移動平均法による原価法（貸借対照表価額については収益性の低

下に基づく簿価切下げの方法） 

     製 品 ･････ 総平均法による原価法（貸借対照表価額については収益性の低下

に基づく簿価切下げの方法） 

仕 掛 品 ･････ 総平均法による原価法（貸借対照表価額については収益性の低下

に基づく簿価切下げの方法） 

原 材 料 及 び 貯 蔵 品 ･････ 総平均法による原価法（貸借対照表価額については収益性の低下

に基づく簿価切下げの方法） 

（3）固定資産の減価償却の方法 

有 形 固 定 資 産 

（リース資産を除く） 

･････ 定率法 

なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。 

建物     ５～50 年 

機械及び装置 ５～10 年 

ただし、平成 10 年４月 1日以降に取得した建物（建物附属設備を

除く）については、定額法によっております。 

無 形 固 定 資 産 

（リース資産を除く） 

･････ 定額法 

ただし、ソフトウェア（自社利用分）については、社内における

利用可能期間（５年）に基づく定額法によっております。 

リ ー ス 資 産 ･････ リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法 

長 期 前 払 費 用 ･････ 定額法 

なお、主な償却年数は５年であります。 

（4）引当金の計上基準 

貸 倒 引 当 金 ･････ 売掛金等の債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権につ

いては貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については

個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。

賞 与 引 当 金 ･････ 従業員の賞与の支給に充てるため、賞与支給見込額の当期間対応

額を計上しております。 

役 員 賞 与 引 当 金 ･････ 役員賞与の支出に備えて、当事業年度における支給見込額に基づ

き計上しております。 

退 職 給 付 引 当 金 ･････ 従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付

債務及び年金資産の見込額に基づき、当事業年度末において発生

していると認められる額を計上しております。 

①退職給付見込額の期間帰属方法 

退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度

末までの期間に帰属させる方法については、期間定額基準によ

っております。 
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②数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法 

  過去勤務費用については、発生年度において一括して費用処

理または費用から減額処理する方法を採用しております。 

数理計算上の差異については、各事業年度の発生時における

従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（14～15 年）によ

る定額法により按分した額を、それぞれ発生の翌事業年度から

費用処理しております。 

なお、退職給付に係る未認識数理計算上の差異及び未認識過

去勤務費用の未処理額の会計処理の方法は、連結計算書類にお

けるこれらの会計処理の方法と異なっております。 

（5）ヘッジ会計の方法 

①ヘ ッ ジ 会 計 の 方 法 繰延ヘッジ処理を採用しております。また、為替変動リスクのヘッジに

ついて振当処理の要件を充たしている場合には振当処理を、金利スワッ

プについて特例処理の条件を充たしている場合には特例処理を採用して

おります。 

②ヘッジ手段とヘッジ対象 当事業年度にヘッジ会計を適用したヘッジ対象とヘッジ手段は以下のと

おりであります。 

a.ヘッジ手段：為替予約 

ヘッジ対象：売掛金 

b.ヘッジ手段：金利スワップ 

ヘッジ対象：借入金の利息 

③ ヘ  ッ  ジ  方  針 主に当社の内規である「デリバティブ管理規程」に基づき、金利変動リ

スク、為替変動リスクをヘッジしております。 

④ヘッジ有効性評価の方法 ヘッジ対象の相場変動またはキャッシュ・フロー変動の累計とヘッジ手

段の相場変動またはキャッシュ・フロー変動の累計を比較し、その変動

額の比率によって有効性を評価しております。 

ただし、特例処理によっている金利スワップについては、有効性の評価

を省略しております。 

（6）消費税等の処理方法 

税抜方式によっております。 

（7）会計方針の変更 

（退職給付に関する会計基準等の適用） 

「退職給付に関する会計基準」（企業会計基準第 26 号 平成 24 年５月 17 日。以下「退職給付会計基準」

という。）及び「退職給付に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第 25 号 平成 27 年３月

26 日。以下「退職給付適用指針」という。）を当事業年度より適用し、退職給付債務及び勤務費用の計算方

法を見直し、割引率の決定方法を従業員の平均残存勤務期間に近似した年数とする方法から、退職給付の支

払見込期間及び支払見込期間ごとの金額を反映した単一の加重平均割引率を使用する方法へ変更いたしまし

た。 

退職給付会計基準等の適用については、退職給付会計基準第 37 項に定める経過的な取扱いに従っておりま

す。 

この結果、当事業年度の期首の退職給付に係る負債及び利益剰余金、並びに、当事業年度の営業利益、経

常利益及び税引前当期純利益に与える影響はありません。 

 

２．貸借対照表に関する注記 

（1）有形固定資産の減価償却累計額 43,754百万円 

（2）関係会社に対する金銭債権及び金銭債務  

短期金銭債権 14,956百万円 

長期金銭債権 271 百万円 

短期金銭債務 6,883 百万円 
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（3）保証債務  

下記の銀行借入金等について保証しております。  

従業員の住宅資金借入金 保証 34 百万円 

伊藤忠ドイツ GmbH 保証 0 百万円 

 計 34 百万円 

 

３．損益計算書に関する注記 

（1）期末たな卸高は収益性の低下に伴う簿価切下げ後の金額（洗替法）であり、次のたな卸資産評価損が売上

原価に含まれております。                                                             ７百万円

（2）関係会社との取引高  

売上高 11,904 百万円

仕入高 9,104 百万円

営業取引以外の取引高 619 百万円

(3) 減損損失 

当社は、事業部制を採用しており、資産のグルーピングにあたっては、事業部を基礎として事業部別事業所

別にグルーピングし、遊休資産については、個々の資産ごとに減損の兆候を判定しております。 

当社は、以下の資産のグループについて減損損失を計上しました。主な内訳は以下のとおりです。 

場  所 用  途 種  類 

網干工場 寮 

(兵庫県揖保郡) 

遊休資産 建物、構築物及び機械装置 

将来の使用が見込まれない遊休資産である網干工場の寮の建物、構築物及び機械装置は、帳簿価額を回収可

能価額まで減額し、当該減少額を減損損失（130 百万円）として特別損失に計上いたしました。 

なお、回収可能価額の算定に当たっては、正味売却価額により測定しており、正味売却価額は取引事例等を

勘案した合理的な見積もりにより評価しております。 

 

４．株主資本等変動計算書に関する注記 

自己株式の種類及び株式数に関する事項 

 当事業年度期首株式数 当事業年度増加株式数 当事業年度減少株式数 当事業年度末株式数

 （千株） （千株） （千株） （千株）

普通株式 7,350 318 － 7,668 

 （注）1. 増加株式数の内訳 

取締役会決議に基づく自己株式買付による増加           308 千株 

単元未満株式の買取請求による増加                   10 千株 

  

５．税効果会計に関する注記 

（1）繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳 

（繰延税金資産）   

退職給付引当金繰入限度超過額 2,642 百万円 

賞与引当金繰入限度超過額 143 

固定資産減損否認 128 

投資有価証券評価損否認 113 

資産除去債務否認 62 

関係会社出資金評価損否認 58 

たな卸資産強制評価減否認 51 

その他 190 

繰延税金資産小計 3,390 

評価性引当額 △356 

繰延税金資産合計 3,034 

（繰延税金負債）  
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土地圧縮積立金 △44 

資産除去債務に対する除去費用 △9 

その他有価証券評価差額金 △428 

繰延税金負債合計 △482 

繰延税金資産（負債）の純額 2,552 

 

（2）法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正 

「所得税法等の一部を改正する法律」（平成 27 年法律第９号）及び「地方税法等の一部を改正する法律」

（平成 27 年法律第２号）が平成 27 年３月 31 日に公布され、平成 27 年４月１日以後開始する事業年度より

法人税率等の引下げ等が行われることとなりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に

使用する法定実効税率は従来の35.6％から平成27年4月１日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差

異については33.0％に、平成28年４月１日に開始する事業年度以降に解消が見込まれる一時差異については、

32.2％となります。 

なお、この変更に伴い繰延税金資産の金額（繰延税金負債の金額を控除した金額）は 260 百万円減少し、

費用計上された法人税等調整額は 306 百万円、その他有価証券評価差額金は 45 百万円それぞれ増加しており

ます。 

 

６．関連当事者との取引に関する注記 

（1）親会社及び法人主要株主等 

                            （単位：百万円） 

属性 会社等の名称 議決権等の所有

(被所有)割合 

関連当事者 

との関係 

取引の内容 取引金額 

 

科目 期末残高

そ の 他 の

関係会社 

伊藤忠商事㈱ 被所有 

 直接 29.6％ 

 間接  0.3％ 

原材料の購入 原材料の 

購入(※1) 

3,659 

 

買掛金 1,986

取引条件ないし取引条件の決定方針等 

（※1）原材料の購入については、市場の変動等必要な時期に伊藤忠商事㈱以外からも複数の見積を入手し、市場

の実勢価格をみて発注先を決定しております。なお、支払条件については一般取引条件と同様に決定して

おります。 

（注）取引金額には消費税等を含めておりません。期末残高には消費税等を含めております。 

 

（2）子会社及び関連会社等 

（単位：百万円） 

属性 会社等の名称 議決権等の所有

(被所有)割合 

関連当事者

との関係 

取引の内容 取引金額 科目 期末残高

子会社 ﾀｷﾛﾝﾏﾃｯｸｽ㈱ 所有 

 直接 100.0％ 

当社製品の

販売 

床事業製品の

販売(※1) 

8,249 

 

売掛金 

受取手形 

576

1,822

子会社 ﾀｷﾛﾝｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝ

ｸﾞ㈱ 

所有 

 直接 100.0％ 

余裕資金の

受入 

資金の融通 

(※3) 

698 

 

預り金 

 

746

子会社 ﾀｷﾛﾝﾌﾟﾛﾃｯｸ㈱ 所有 

 直接 100.0％ 

資金の援助

 

立替取引等

資金の融通 

(※3) 

出向者人件費

及び原材料の

代行購入の請

求等 

945 

 

3,533 

 

     

短期貸付

金 

未収入金 

896

1,252

子会社 ﾀｷﾛﾝﾃｯｸ㈱ 所有 

 直接 100.0％ 

当社商品の

製造 

 

 

住環境事業及

び高機能材事

業商品の仕入

（※1） 

4,071 

 

 

 

買掛金 

 

 

 

886
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立替取引等 出向者人件費

及び原材料の

代行購入の請

求等 

設備等の貸与 

固定資産等の

譲渡(※4) 

5,652 

 

 

 

96 

1,277 

未収入金 

 

 

2,233

子会社 ﾀﾞｲﾗｲﾄ㈱ 所有 

 直接 77.1％ 

資金の援助

 

資金の融通 

(※3) 

1,004 

 

短期貸付

金 

1,350

 

子会社 ﾀｷﾛﾝﾎﾟﾘﾏｰ㈱ 所有 

 直接 100.0％ 

資金の援助 資金の貸付 

(※2) 

70 

 

短期貸付

金 

1,630

子会社 ﾀｷﾛﾝ KC ﾎｰﾑｲﾝ

ﾌﾟﾙｰﾌﾞﾒﾝﾄ㈱ 

所有 

 直接 86.3％ 

当社製品の

販売 

余裕資金の

受入 

住環境事業製

品の販売(※1)

資金の融通 

(※3) 

1,769 

 

1,473 

 

売掛金 

 

預り金 

642

1,102

子会社 大日本ﾌﾟﾗｽﾁｯ

ｸｽ㈱ 

所有 

 直接 100.0％ 

資金の援助

 

立替取引等

 

 

資金の融通 

(※3) 

出向者人件費

及び原材料の

代行購入の請

求等 

2,281 

 

2,667 

 

 

 

短期貸付

金 

未収入金 

1,860

 

1,155

取引条件ないし取引条件の決定方針等 

（※1）価格その他の取引条件は、市場実勢を勘案して当社が希望価格を提示し、価格交渉の上で決定しておりま

す。 

（※2）資金の貸付については、市場金利を勘案して決定しており、返済条件は 1年（両社とも異議のない場合は

１年延長し、その後も同様とする）としております。なお、担保は受け入れておりません。 

（※3）資金の融通については、ＣＭＳ（キャッシュ・マネジメント・システム）にかかるものであり、取引金額

は期中平均残高を記載しております。利率は市場金利を勘案して合理的に決定しており、担保は受け入れ

ておりません。 

 (※4）固定資産等の譲渡ついては、当社の簿価を基に価格を決定しております。 

（注）取引金額には消費税等を含めておりません。期末残高には消費税等を含めております。 

 

（3）兄弟会社等 

（単位：百万円） 

属性 会社等の名

称 

議決権等の所有

(被所有)割合 

関連当事者と

の関係 

取引の内容 取引金額 科目 期末残高

そ の 他 の

関 係 会 社

の子会社 

CIPSｱﾄ゙ ﾊ゙ ﾝｽ㈱ － 当社製品の販

売 

高機能材事業

製 品 の 販 売

(※1) 

1,483 売掛金 731

そ の 他 の

関 係 会 社

の子会社 

伊藤忠ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ

ｽ㈱ 

被所有 

直接 0.2％ 

 

原材料の購入 原材料の購入

(※2) 

2,110 買掛金 991

取引条件ないし取引条件の決定方針等 

（※1）価格その他の取引条件は、市場実勢を勘案して当社が希望価格を提示し、価格交渉の上で決定しておりま

す。 

（※2）原材料の購入については、市場の変動等必要な時期に伊藤忠ﾌﾟﾗｽﾁｯｸｽ㈱以外からも複数の見積を入手し、 

市場の実勢価格をみて発注先を決定しております。なお、支払条件については一般取引条件と同様に決定 

しております。 

（注）取引金額には消費税等を含めておりません。期末残高には消費税等を含めております。 
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７．１株当たり情報に関する注記 

１株当たり純資産額 580 円 33 銭

１株当たり当期純利益 18 円 98 銭

 

（注）計算書類の記載金額は、百万円未満の端数を切り捨てて表示しております。 




